住居確保給付金（転居費用相当額）チェックリスト（申請時）令和7年4月作成
令和７年8月更新
※実際の運用により修正可能性

	
	
	様式
	記入者

	□
	提出書類チェックリスト（申請時）
	本紙
	

	□
	生活困窮者住居確保給付金申請書
	様式１－１
	申請者

	□
	住居確保給付金申請時確認書
	様式第１９号
	申請者

	□
	転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類・各種見積書（家財の運搬費用、原状回復費用等）
※初期費用相当額以外を支給する場合に必要
	任意
	不動産媒介業者・貸主等

	□
	入居予定住宅に関する状況通知書
	様式第２０号
	１枚目：不動産媒介業者・貸主等
２枚目以降：申請者

	□
	要転居証明書
	参考様式１８
	家計改善支援事業実施者



[bookmark: _Hlk38705770]＜添付書類＞　※（写）はコピーでかまいません。
	□
	収入減少関係書類（写）
※世帯収入額が、申請日の属する月を起点に２年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し（給与・年金等の振込先預金口座の写し等）
※収入が著しく減少した世帯員が複数いる場合は、必要に応じて対象世帯員分をもらうこと。

	□
	離職関係書類（写）または申立書（参考様式５－１Ｂ、５－２）
　①離職または自営業の廃止の方
※離職票、解雇通知書、雇用保険受給者証、有期雇用契約の非更新通知、廃業届等
　　※公共職業安定所から付与された求職番号（様式第１号（裏面）・参考様式２要記載）
　②やむを得ない休業等により収入が減少した方
　　※雇用主から休業を命じる文書、アルバイト等のシフトの減少がわかる文書、
請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等
※①や②はメールやホームページ等の写しも可

	□
	本人確認書類（写）
　※運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、
住民票、戸籍謄本等
※顔写真のない証明書の場合は２種類以上の証明書の提出が必要
※郵送の場合、住民票（３か月以内発行の世帯全員が記載されたもの）の写しの提出が必要

	□
	□　現住居に係る費用確認書類（写）
※【賃貸の場合】家賃が確認できる書類（例：賃貸借契約書の該当ページの写し等）
※【持家や住居を持たない場合（例：シェルター等）】居住の維持または確保に要する費用が確認できる書類

	□
	収入関係書類（写）または収支状況表もしくは任意の申立書（給与収入に係る申立書等）
　※世帯全員の収入（申請日の属する月+その月以外の直近３ヶ月分）が確認
できる書類の写し
　給与明細書、年金振込通知書、失業等給付等の振込ページ等

	□
	世帯全員の全ての預貯金通帳（写）
　※氏名、口座番号が分かるページ＋最新残高のページ＋あれば定期預金のページ
　※通帳をネット銀行等にしている場合は画面を印刷したもの


住居確保給付金（転居費用相当額）チェックリスト（転居後）
	
	
	様式
	記入者

	□
	提出書類チェックリスト（住宅入居後）
	本紙
	

	□
	住居確保報告書
	様式第５号
	申請者

	□
	新住所における住民票の写し
	市町村様式
	

	□
	転居費用相当額の支払が確認できる書類・各種領収書等（家財の運搬費用、原状回復費用等）
※初期費用の他に転居を要する費用（家財の運搬費用、原状回復費用等）の見積書等を提出している場合、領収証を添付する。
※初期費用相当額については代理納付の場合は不要。ただし、初期費用を受給者本人口座へ支給した場合は必要。
	任意
	不動産媒介業者・貸主等







